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「みんなで支え合いサービス事業」とは、高齢者が生活する上で困っている

調理、布団干し、掃除、電球の交換、ゴミ出しなど、“ちょっとした困りご

と”をお手伝いする活動です。講座では活動に必要な基本的な知識・技術を

学んでいただけます。あなたの力を地域の支え合いにいかしてみませんか。 

日  時 令和４年 2月 18日(金)､21日(月)､22日(火) 
各日とも 9:00～12:00 

場  所 

定  員 
 

鉾田市社会福祉協議会 本所（ほっとパーク鉾田となり） 

 

講座内容 

申込方法 

申込締切 

そ の 他 

電話または、右記の QR コードからお申込みください。 

令和４年１月 28 日（金） 

 
・新型コロナウィルス感染症拡大の状況により 
 延期、または中止となる場合もあります。 

・講座受講後は、「みんなで支え合いサービス事業」
の協力会員として活動することができます。 

 

鉾田市社会福祉協議会 
 

社会福祉法人 

〒311-1528 

TEL：0291-32-5831 FAX：0291-32-5832 

http://www.hokotashakyo.or.jp/ 

申込み 
問合せ 

～あなたの空いている時間で地域福祉に貢献しませんか～ 
 

▼ 
 

 

「みんなで支え合いサービス事業」 

協力会員養成講座 

３０名（定員になり次第締め切ります） 

 

 

回 日にち 内 容 講 師 

第１回 2/18(金) 
介護保険制度の概要 

認知症の理解 
市地域包括支援 

ｾﾝﾀｰ 職員 

第２回 2/21(月) 
訪問時の基本的態度とﾏﾅｰ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 

県介護福祉士会 

副会長 

伊藤 浩一 氏 

第３回 2/22(火) 生活支援の実際 
社協主任訪問

介護員 

 

社協 HP 

＊全日程受講できる方が対象です。 

 



 

支え合いサービス事業とは 
（鉾田市社協みんなで支え合いサービス事業） 

ちょっとした困りごとなど、公的サービスで対

応できない、補完的サービスの対応が可能です。 

協力会員として活動することにより、生活支援の

担い手となり、地域課題の解決につながります。 

 

地域住民が支え合い、安心して快適に暮らすこ

とができる地域コミュニティの推進につなが

ります。 

 

 

１ 

２ 

３ 

鉾田市 

社会福祉協議会 

事務局 

利用会員 協力会員 

① 利用の申し込み 

③ 連絡調整 

② 協力依頼 

④ サービス提供 

⑤ 利用料を渡す 

⑥ 活動終了報告を提出 

鉾田市社会福祉協議会 

 
 

誰かの力になりたい！という２０歳以上の方。（経験・資格は問いません） 

活動時間 ９:００ ～ １６：００ 

                  謝 礼 金 １回３０分 ５００円 
活動に応じて 

謝礼金が支払われます 

家事支援の内容 

（１） 調理 

（２） 衣類の洗濯、布団干し 

（３） 部屋の掃除、整理整頓 

（４） 電球・蛍光灯の交換 

（５） ゴミ出しの支援 

（６） 生活必需品等の買物代行 

（７） 外出（散歩、通院、イベント

等）の付添 

（８） 日常生活上の手続き等の援助 

（９） 話し相手や見守りなど 


	みんなで支え合いサービス協力会員養成講座チラシ表型(表)
	みんなで支え合いサービス協力会員養成講座チラシ(裏)

